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外
務
省
職
員
に
よ
る
公
務
出
張
に
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マ
イ
レ
ー
ジ
取
得
の
自
粛
に
関
す
る
質
問
主
意
書
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外
務
省
職
員
に
よ
る
公
務
出
張
に
際
し
て
の
マ
イ
レ
ー
ジ
取
得
の
自
粛
に
関
す
る
質
問
主
意
書

昨
年
、
中
央
省
庁
の
官
僚
が
深
夜
に
タ
ク
シ
ー
を
利
用
す
る
際
、
運
転
手
か
ら
ビ
ー
ル
等
の
飲
料
や
金
品
の
提
供
を
受
け
て

い
た
い
わ
ゆ
る
「
居
酒
屋
タ
ク
シ
ー
」
の
問
題
が
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
を
受
け
、
政
府
と
し
て
同
年
六
月
十
二
日
、
各
省
庁

に
、
職
員
が
公
費
出
張
で
飛
行
機
を
利
用
す
る
際
に
私
的
に
マ
イ
レ
ー
ジ
を
取
得
す
る
こ
と
（
以
下
、
「
マ
イ
レ
ー
ジ
取
得
」

と
い
う
。
）
を
自
粛
す
る
様
指
示
を
出
し
、
外
務
省
に
お
い
て
も
、
同
月
二
日
以
降
の
公
費
出
張
に
つ
い
て
「
マ
イ
レ
ー
ジ
取

得
」
を
し
な
い
様
、
省
内
の
電
子
メ
ー
ル
で
全
職
員
に
通
達
（
以
下
、
「
通
達
」
と
い
う
。
）
を
出
し
て
い
る
も
の
と
承
知
す

る
。
右
と
「
政
府
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
六
九
第
五
四
一
号
）
を
踏
ま
え
、
質
問
す
る
。

一

本
年
一
月
二
十
日
現
在
、
「
通
達
」
に
お
け
る
「
マ
イ
レ
ー
ジ
取
得
」
に
関
す
る
外
務
省
の
方
針
に
変
更
は
な
い
か
。
確

認
を
求
め
る
。

二

外
務
省
職
員
が
「
通
達
」
に
反
し
た
場
合
の
罰
則
に
つ
い
て
の
質
問
に
対
し
、
「
政
府
答
弁
書
」
で
は
何
の
回
答
も
な
さ

れ
て
い
な
い
が
、
右
は
外
務
省
職
員
が
「
通
達
」
に
反
し
て
「
マ
イ
レ
ー
ジ
取
得
」
を
行
っ
た
と
し
て
も
、
外
務
省
と
し
て

特
段
何
の
罰
則
も
設
け
ず
、
処
分
を
下
す
こ
と
は
し
な
い
と
い
う
こ
と
か
。
確
認
を
求
め
る
。

三

二
で
、
外
務
省
と
し
て
特
段
何
の
罰
則
も
設
け
ず
、
処
分
を
下
す
こ
と
を
し
な
い
の
な
ら
、
そ
れ
は
「
マ
イ
レ
ー
ジ
取

一



得
」
を
や
め
る
上
で
実
効
的
な
策
と
は
な
り
え
ず
、
「
政
府
答
弁
書
」
に
あ
る
「
国
民
の
信
頼
確
保
」
は
果
た
せ
な
い
の
で

は
な
い
か
。
外
務
省
の
見
解
如
何
。

四

「
通
達
」
が
出
さ
れ
て
か
ら
半
年
以
上
が
経
過
し
た
現
在
、
外
務
省
に
お
い
て
同
省
職
員
に
対
し
、
「
通
達
」
が
遵
守
さ

れ
て
い
る
か
否
か
、
何
ら
か
の
形
で
調
査
を
行
っ
て
い
る
か
。

五

「
通
達
」
が
出
さ
れ
て
か
ら
本
年
一
月
二
十
日
ま
で
に
、
外
務
省
に
お
い
て
同
省
職
員
が
「
通
達
」
に
反
し
て
「
マ
イ

レ
ー
ジ
取
得
」
を
行
っ
た
こ
と
が
発
覚
し
た
事
例
は
あ
る
か
。
あ
る
の
な
ら
、
各
事
例
に
つ
き
、
�
「
マ
イ
レ
ー
ジ
取
得
」

を
行
っ
た
職
員
の
官
職
、
�
�
の
職
員
に
対
す
る
処
分
等
外
務
省
の
対
応
の
内
容
の
二
点
に
つ
き
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

六

「
通
達
」
が
出
さ
れ
て
か
ら
半
年
以
上
が
経
過
し
た
現
在
、
外
務
省
職
員
に
よ
り
「
通
達
」
は
き
ち
ん
と
遵
守
さ
れ
、

「
マ
イ
レ
ー
ジ
取
得
」
は
自
粛
さ
れ
て
い
る
か
否
か
、
外
務
省
と
し
て
把
握
し
て
い
る
か
。

右
質
問
す
る
。

二


